
７．若者サポートステーション
◆概ね１５～４０歳未満の就労へ一歩踏み出せない若者及び家族

◇面接相談、ジョブトレーニング、アウトリーチ等
８．精神保健福祉センター

◆〈概ね１８歳以上の社会的ひきこもりの方を抱える家族〉

三条市 に お け る 子ども・若者支援機関マップ（概要図） 「ひきこもり」の例

社 会 参 加 に 向 け た 支 援 就 労 に 向 け た 支 援

外出 困 難
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ニケーションは可能

集団活動に

参加できる

外での体験活動に

参加できる

就職活動に向けた

準備ができる
就職活動ができる

就職後も働き続ける

ことができる

３．ハローワーク 〈年齢制限なし〉

◇職業相談 ◇職業紹介

○
○
ク
リ
ニ
ッ
ク ６．ひきこもり地域支援センター

◆〈概ね１８歳以上３５歳までの社会的ひきこもりの人とその家族〉

１．市役所 保健福祉相談コーナー〈年齢制限なし〉
◇障害者や高齢者などの福祉や保健に関する相談

２．発達障がい者支援センターＲＩＳＥ（ライズ） 〈年齢制限なし〉

４．障害者しごとサポートセンター 〈年齢制限なし〉

５．消費生活センター 〈年齢制限なし〉

９．市役所保健福祉相談コーナー〈概ね１８歳以上〉

１０．子育て支援課（家庭児童相談、女性相談）
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乳幼児

１１．学校教育課(指導担当)
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※ 横軸の項目「社会参加に向けた支援」、「就労に向けた支援」や状態

の項目については、提出された詳細カルテの支援内容により、項目を修

正した上で、作成します。
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